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はじめに

　アフリカ連合（African Union: AU）は2002年 7 月に南アフリカのダーバンにて
発足して以降、20年目を迎えた。その間、2013年には AUの前身であったアフリ
カ統一機構（Organisation of African Unity: OAU）の設立から50年を記念し、その
後の50年間にアフリカが包括的で持続可能な開発という目標を達成するための戦
略的枠組みとして「アジェンダ2063：私達が望むアフリカ」が公開された1。ア
ジェンダ2063では、①包括的な成長と持続可能な開発を基盤とする豊かなアフリ
カ、②汎アフリカ主義の理想とアフリカのルネッサンスのビジョンに基づき政治
的に統合された大陸、③グッドガバナンス、民主主義、人権の尊重、正義および
法の支配のアフリカ、④平和で安全なアフリカ、⑤強固な文化的アイデンティ
ティ、共通の遺産、価値観、倫理観を持つアフリカ、⑥人間が開発を主導し、ア
フリカの人々、特に女性と若者の潜在能力と子どもたちを大切にするアフリカ、
⑦強く、統一され、強靭性や影響力のあるグローバルなプレイヤーであり、パー
トナーでもあるアフリカ、の 7つの目標（aspirations）が示され、これらの達成に
向けた取り組みが、AUを中心にアフリカ域内で進められている2。
　このアジェンダ2063で示されたように、AUには多岐にわたる課題への取り組
みが求められている。日増しに存在感を高めてきた AUに関する学術的な考察も
年々増加しており、近年では AU法（African Union Law）と呼ばれる新たな研究
領域を提示する成果も見受けられるが3、これまでの AUをめぐる研究は主に平和
と安全保障の分野での蓄積が多数を占めている。それは、2021年だけをみてもチャ
ド、ギニア、マリ、スーダンでのクーデターをはじめ、イスラム過激派の脅威の
高まり、エチオピアやモザンビーク北部での武力紛争など喫緊の課題として対応
しなければならない現況が大きな要因となっている。このため、平和と安全保障
の領域の中でもとりわけ、軍事力の展開を伴う平和維持活動に対する考察が邦語
の研究でも蓄積されてきた4。
　他方で、同じ平和と安全保障の領域でも AUが関与する平和構築については相
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対的に高い学術的な関心が払われてきたとは言い難い。なぜなら、AUが地域の
オーナーシップを発揮しようとしても結局のところ、資金的制約から国連や欧米
のドナーが主体的に関与することになり、AUが主導的に関与してきた平和構築
の事例が限られてきたためである5。ゆえに、アフリカにおける平和構築を考察す
る際には、国連をはじめとする外部アクターによる介入のあり方が論じられるこ
とが多く、AUは平和構築において、部隊派遣にて貢献してきた平和維持活動と
比較して顔の見えない存在であった。
　しかし、AUは2016年12月ガンビア大統領選挙の結果をめぐって新旧大統領の
間で発生した紛争とその後の独裁政権から民主化への移行期において、ガンビア
に対するアフリカ連合技術支援チーム（African Union Technical Support Team to The 
Gambia: AUTSTG）を2018年から派遣し、現場で積極的に平和構築へ関与しよう
とした6。AUによるガンビアでの平和構築は、AUが紛争後の社会のニーズと優
先事項を特定し、加盟国からの出向職員とコンサルタントを同国内機関に直接配
置した初めての事例である。加えて、AUTSTGは2020年に任務を完了しており、
本稿ではこの時機をとらえAUの平和構築をめぐる制度的枠組みの整理を通して、
AUTSTGの派遣プロセスと取り組みそのものに対する評価、さらに同評価に対し
て考察を行う。
　以上のことから、本稿は、アフリカ域内の安全保障メカニズムの現況を踏まえ、
この新たにガンビアでみられたAUによる平和構築とはどのような取り組みであっ
たのか明らかにすることで、AUが関与する平和構築についての今後の展望を探
究していくことにする。そこで、まず AUでの平和構築をめぐる議論と制度化の
これまでの展開を示し、次に AUがガンビアへの関与を決断するに至った2016年
大統領選挙の結果をめぐって発生した紛争と国内外の動向を整理し、最後にAUT-
STGの活動について考察する。そして、AUはガンビア以降も平和構築に対し、
積極的に関与しようとするのか、それともガンビアの事例は例外的であったのか、
今後の展望とともにまとめる。

1．アフリカ連合における平和構築をめぐる議論と制度化

（1）カイロ・メカニズムからアフリカ平和安全保障アーキテクチャーへ
　平和構築は、紛争後の国家を再建するための重要な概念として、1992年に当時
の国連事務総長ブトロス・ブトロス・ガリが公開した「平和への課題（An Agenda 
for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking, and Peacekeeping）」によって広まっ
た7。ここで平和構築とは、平和、安全保障、ガバナンス、開発を含意した包括的
な活動と定義され、あらゆるレベルの紛争管理において国家の能力を強化するこ
とで、紛争の再発リスクを低減し、持続可能な平和と開発のための基盤を築くこ
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とが目的とされる。つまり、平和構築は紛争後の社会において実施される様々な
施策が含まれるが8、紛争予防から平和創造、平和維持、平和構築へと続く一連の
介入を伴うプロジェクトの最終段階に位置づけられている。先に指摘した先行研
究が紛争当事国への介入のあり方を議論してきたように、平和構築が平和創造と
平和維持の延長線上にあるということは、平和構築の成否が事前の介入プロセス
に影響を受けていることを意味している。ここに AUが「アフリカの問題に対す
るアフリカの解決（African solutions to African problems）」を掲げ、地域のオーナー
シップのもとでアフリカ域内の平和活動に取り組むことの意義を見出すことがで
きる9。本稿でもこれまでの先行研究を踏まえ、非軍事的なアプローチを念頭に平
和構築の用語を使用する。
　このように平和構築が実施される際には、紛争経験国が国家再建において外部
からの関与を受け入れることとなる。だが、OAUは加盟国の国内問題に関しては
主権の尊重と不干渉の原則を掲げてきたため、「平和への課題」で示された平和活
動に関与するにあたって、これまでの規範を見直す必要に迫られることとなった。
そして、その最初の取り組みとして提起された重要な枠組みが、1993年 6 月にエ
ジプトのカイロにて設立された「紛争予防・管理・防止のためのメカニズム
（Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution）」である10。このカ
イロ・メカニズムは、平和創造および平和構築の機能を果たす責任を有し、限定
的ながら文民および軍事ミッションの派遣、また、紛争地に特使、特別代表また
は事実調査団の派遣も可能であった11。その後、2000年 7 月には違憲な政権交代
を禁じたロメ宣言が成立し12、同じくロメで採択された AU制定法（Constitutive 
Act of the African Union）には、同法第 4条 hと jにてジェノサイド、戦争犯罪、平
和と安全への脅威に対し、AUが加盟国の国内問題に介入することが容認された。
本規定はアフリカ域内における人権についての考え方に規範的な転換をもたらし13、
AU制定法の成立は、アフリカ諸国が大陸のより大きな利益のために主権の制限
を受け入れようとする意思を最も明確な形で示している14。
　AUにて積極的な平和活動を展開するための素地が整えられる中、地域的な安
全保障を掲げアフリカ平和安全保障アーキテクチャー（African Peace and Security 
Architecture: APSA）が新たに生み出された。APSAは、2002年 7 月に南アフリカ
のダーバンで採択され2003年12月に発効した平和安全保障理事会議定書（The 
Peace and Security Council Protocol）によって、その構成要素とそれぞれの責任の
概要が示されている。APSAではアフリカの平和と安全保障に向けた包括的なア
ジェンダとして、早期警戒と紛争予防、平和創造、平和支援活動、平和構築、紛
争後の復興と開発、民主主義の実践、グッド・ガバナンス、人権尊重の推進、人
道的行動と災害管理への取り組みが明らかにされた15。
　これらASPAで示されたアジェンダへの取り組みには、2004年に設置されたAU
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平和安全保障理事会（Peace and Security Council: PSC）が中心となることが想定さ
れている。PSCは、指導部に一定の安定性と継続性を持たせるために 2年任期で
10カ国、 3 年任期で 5カ国の理事国が選出され16、理事国が中心となって大陸全
体の潜在的な安全保障上の脅威を監視することで、紛争を予防し解決することを
目的としている。具体的に、PSCは事実調査団、和平の特使、オブザーバー・ミッ
ション、調停者、技術支援チーム、平和維持のための部隊などの派遣を行い、AU
が紛争国へ介入する際に欠かせない役割を有している。また、PSCは PSC議定書
7条 eのもとで、AU加盟国内で人道に対する犯罪、ジェノサイド、戦争犯罪が
発生した場合に、AU総会に軍事介入を勧告する権限が与えられている17。もちろ
ん、PSCが平和活動のすべてを担うわけではなく、AU委員会や賢人パネル（Panel 
of the Wise: PoW）、そして、その他の地域的なメカニズムと協調しながら必要な
手段を講じることとなる（PSC議定書 9条）。この点、ASPAで示された広範なア
ジェンダに対し、主に PSCは平和構築、紛争後の復興、人道的活動、災害管理等
を担い、PoWは平和創造（PSC議定書11条）、大陸早期警戒システム（Continental 
Early Warning System: CEWS）は紛争予防（PSC議定書12条）、アフリカ待機軍
（African Standby Force: ASF）は平和維持（PSC議定書13条）、また、平和基金は平
和活動全般の資金面での支援（PSC議定書21条）といった責任の分担が同議定書
にて意図されていることがうかがえる。したがって、APSAは PSCの制度的枠組
みが基準となって、AUが大陸の包括的な平和活動に対応することを予定してい
る。

（2）紛争後の復興と開発（PCRD）政策
　1990年代以降、紛争後の国々が国際的なドナーと経済的・政治的復興に取り組
んでいる中で、アフリカの地域機構は平和構築の取り組みからはほとんど遠ざかっ
ていた18。だが、2002年に APSAが成立して以降、AUはアフリカの紛争状況に対
応するためのツールボックスを自由に使えるようになった19。ただし、APSAの枠
組みのもとで PSCが平和活動に取り組んでも、持続性のある平和は達成されず、
再び不安定な情勢に陥った国家も存在したことで、改めて国家再建を主導する機
関の必要性が認識された20。そこで、紛争後の復興・開発（Post Conflict Reconstruc-
tion and Development: PCRD）政策が2005年に提案され、翌2006年にガンビアのバ
ンジュールで開催された第 9回 AU閣僚執行理事会にて承認された。これによっ
て AUが平和構築に取り組むための枠組みが更に整理された21。
　PCRDは、紛争の影響を受けた人々を含め、紛争から抜け出した国々のニーズ
に応え、争いの激化を予防し、暴力の再発を避け、紛争の根本原因に対処し、持
続性のある平和を強固にすることを目的とした包括的な措置と定義される22。そ
して、①安全保障、②人道、緊急支援、③社会経済的再建と開発、④政治的ガバ
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ナンスと移行、⑤人権、正義、和解、⑥女性とジェンダー、の 6つの主要分野か
ら構成されている。PCRDは、従来の軍事的安全保障の要素だけでなく、ガバナ
ンス、移行期正義、人権といった分野にも言及しており、治安機構や司法制度の
改革を経済発展と明確に結びつけていることに独自性があると指摘されている23。
　しかし、PCRDの平和構築に対する包括的な枠組みは高く評価されながらも、
政策として実践するには困難が多く、たとえば、アフリカのシンクタンクである
ISS （Institute for Security Studies） プレトリアの研究員たちは次の 3点を指摘する24。
①アフリカ大陸では紛争が繰り返されるため、衝突が終わった後に実施される平
和構築には、その余地がほとんどない。② PCRD政策の実施はアディスアベバの
AU本部から現地の連絡事務所に指示され、実施されているが、連絡事務所には、
AUとその加盟国から持続的な資金提供を含めもっと多くの支援が必要である。③
AUは2012年にアフリカ域内の協力を促進し、PCRD政策を進めるにあたって多
くの資源を動員するために「アフリカ連帯イニシアチブ（The African Solidarity 
Initiative: ASI）」を設立したが、加盟国からの資金拠出は十分ではない。
　ここで指摘された課題に関し具体的に、②について AUは紛争後の復興のため
2022年10月現在において16の連絡事務所を設置していることが確認できる25。し
かし、AU連絡事務所は、特にAUの目標を現場で効果的に調整し、それをアディ
スアベバでの決定に結びつける能力に欠けているため、ほとんど影響力を持たな
いと批判されてきた26。また、③について ASIは外部への依存を減らし、アフリ
カの資源を動員することでアフリカの相互援助を中心とするパラダイム・シフト
を促進することを目的に、2012年 7月の AU総会で成立したが27、PCRDのニーズ
を満たすようなイニシアチブはこれまでのところみられない。たとえば、2014年
2 月の ASI第 1回会議では、PCRDの活動のためナイジェリアから200万米ドル、
アルジェリアから100万米ドル、ガンビアから 5万米ドルしか拠出されず、アフリ
カ諸国の PCRDに対する政治的意志の欠如が明らかになっていた28。
　これらの課題によって、PCRDが発足した後も、紛争経験国への AUの関与が
劇的に変わることはなく、平和構築よりも平和創造や平和維持への関与が優先さ
れた29。もっとも PCRDのもとで何も実施されなかったわけではない。たとえば、
AUは中央アフリカ（2006年）、リベリアとシエラレオネ（2009年）、コンゴ民主
共和国とブルンジ（2010年）、南スーダン（2011年）に評価ミッションを派遣し、
これらの国々で紛争後の需要を把握することを試みた30。ただし、評価ミッショ
ンの派遣は、非常に限定的かつアドホックな取り組みであり、紛争後の PCRDに
基づき AUが平和構築において、具体的な施策の実施につながるようなイニシア
チブを発揮したとまでは評価されていない31。
　以上のことから、PCRDが成立し AUに平和構築に関与するための制度的枠組
みが出来上がってきたからといって、AUの資源が平和構築に十分な形で向けら
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れたわけではなかったことが指摘できる。そのような中、2016年12月ガンビア大
統領選挙の結果をめぐって発生した紛争とその後の平和構築の文脈において、AU
は評価ミッションの派遣だけにとどまらず、評価ミッションの報告を踏まえた新
たなアプローチを開始した。そこで、AUの新たなアプローチの詳細は第 3節で
示すとして、第 2節では、その前提として AUからの派遣が必要となったガンビ
アでの2016年大統領選挙後の紛争をめぐる状況を整理する。

2．2016年ガンビア大統領選挙をめぐる混乱

　AUTSTGが派遣されるきっかけとなったのが、2016年12月 1 日にガンビアで実
施された大統領選挙である。同選挙では現職の大統領が敗れたが、権力の移譲に
て新旧大統領の間で紛争が生じ、数万人規模の避難民が発生した32。そして、そ
の後の平和構築の段階において派遣されたのが AUTSTGであった。なお、ガンビ
アはこれまでの邦語文献であまり取り上げられてこなかったため、以下に本稿と
関連する出来事を中心にまとめたガンビアの年表を付する。
　現職の大統領であったヤヤ・ジャメ（Yahya Jammeh）は、1994年に国軍の若手
将校たちとクーデターによってジャワラ（Dawda Kairaba Jawara）初代大統領から
政権の座を継いで以降、強権的な手法にて統治を行い、 4回の再選を果たしてき
た33。ガンビアでは、1996年以降ほぼ 5年毎に大統領選挙が行われ、ビー玉を用
いたユニークな投票が行われており、投票時に不正行為を行うことは極めて難し
いといわれている34。しかし、選挙期間中にジャメは治安維持部隊に拉致、拷問、
脅迫、恣意的な逮捕を行わせ、反対派を抑圧してきたことが指摘されている35。こ
のため、選挙全体をみたときに公正な選挙が実施されてきたとはいえず、2016年
12月の選挙に向けても、同年 4月に選挙制度改革を訴え、反政府デモを行ってい
た野党の統一民主党（United Democratic Party: UDP）の政治家ソロ・サンデン
（Solo Sandeng）が国家情報局（National Intelligence Agency: NIA）の職員に拘禁さ
れ激しい暴力を受けたことで死亡した36。さらに、これに対する抗議デモが発生
し、同デモに参加した野党の政治家19名と2016年選挙で大統領候補となる予定で
あったUDP党首ウサイヌ・ダルボエ（Ousainou Darboe）までもが逮捕された。そ
のため、ダルボエに代わってUDPから大統領候補となったのが、アダマ・バロウ
（Adama Barrow）であった。
　2016年大統領選挙は、与党である愛国再建同盟（Alliance for Patriotic Reorienta-
tion and Construction: APRC）の党首であり現職大統領のジャメと複数の野党から
の支持を得たバロウの一騎打ちとなった。ジャメは AUによる小規模な派遣を除
き、ヨーロッパ連合（European Union: EU）などの国際的な選挙監視団の受け入れ
を制限し、同選挙当日には混乱を防ぐことを名目にインターネット、テキストメッ
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セージサービス、国際電話等が規制され、さらに選挙後のデモ行進が禁じられる
などしたことで、国内の緊張は高まっていた37。抑圧的な選挙となった背景には、
現職の大統領でありながらもジャメを支持してきた地盤は決して万全とはいえず、

表 1：ガンビアの関連年表

1965年 2 月 英国より独立

1970年 4 月 「ガンビア共和国」となる。ジャワラ大統領就任

1987年 3 月 大統領選挙、ジャワラ大統領再選

1992年 4 月 大統領選挙、ジャワラ大統領 3選

1994年 7 月 軍事クーデター発生、ジャワラが英国へ亡命

1994年11月 準将校によるクーデター未遂

1995年 1 月 サバリー副大統領、サデイブー内相によるクーデター未遂

1996年 8 月 改正憲法国民投票

1996年 9 月 大統領選挙、ジャメ大統領就任

2001年10月 大統領選挙、ジャメ大統領再選

2006年 3 月 チャン軍参謀総長によるクーデター未遂

2006年 9 月 大統領選挙、ジャメ大統領 3選

2011年11月 大統領選挙、ジャメ大統領 4選

2014年12月 サネ元国軍中佐によるクーデター未遂

2015年12月 国名を「ガンビア・イスラム共和国」に変更

2016年 4 月 UDPのサンデンが NIAにより暴行死、これに対するデモを行い UDP党首ダ
ルボエ逮捕

2016年12月 大統領選挙、バロウが当選するもジャメが異議を唱える

2017年 1 月 バロウが大統領に就任、ジャメが赤道ギニアへ亡命

2017年 2 月 国名を「ガンビア共和国」に変更

2017年 5 月 AUがガンビアに評価ミッションを派遣

2018年 1 月 「2018年 -2021年国家開発計画」の公開

2018年 9 月 AUTSTGの派遣

2020年12月 AUTSTGの活動終了

2021年12月 大統領選挙、TRRC最終報告書公開

2022年 1 月 バロウ大統領再選

＊ 外務省（2022）「ガンビア共和国基礎データ」2022年 4 月 6 日更新（https://www.mofa.
go.jp/mofaj/area/gambia/data.html#section1、2022年10月30日最終閲覧）および本稿の参考
文献を基に筆者作成。
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ひとつにジャメはガンビアの民族構成で10.7％を占めるジョラ（Jola）／カロニン
カ（Karoninka）人であり、これに対し、バロウは22.4％を占めるフラニ（Fulani）／
プラー（Peulh）人であったため、民族性に基づく投票行動がみられる選挙では不
利な立場であった38。また、もうひとつに若い世代は権利を十分に享受できてい
ないと感じており、現政権への不満からバロウへの支持が高く、これは人口の年
齢中央値が19.9歳とされるガンビアにおいて重要な意味を持っていた39。
　ただし、それでも不正が繰り返されてきたこれまでのガンビア大統領選挙を鑑
みれば、EUからは2016年の選挙プロセスに対し懸念が示されながらも、AUから
の小規模な派遣を除けば国際的な選挙監視団の受け入れは制限され、また、野党
は選挙直前に指導者の変更を迫られていたため、2016年大統領選挙でのジャメの
勝利が揺るがないと考えていた国外の専門家は多かった40。しかし、最終的にジャ
メの208,487票（約40％）に対し、バロウは227,708票（約43％）を獲得したこと
がガンビア独立選挙管理委員会（Independent Electoral Commission: IEC）から明ら
かにされ、バロウの大統領選挙での勝利が確定し、これは衝撃的なニュースとなっ
た41。
　結果が明らかにされた12月 2日にジャメは選挙結果を受け入れる姿勢を見せた。
だが、その一週間後の同 9日に方針を転換し、ジャメは選挙結果に異議を唱え、
投票が行われた際に不正があった地域があるため、別の選挙管理委員会を立ち上
げ、新たな体制のもとでの再選挙を要求した42。12月10日には、バンジュールの
街中に軍隊が配備されたことで、ジャメが依然として治安機構に支配的であるこ
とが示され、同13日には IECの事務所が軍によって占拠された43。このため、法
的にジャメの大統領任期が終了する2017年 1 月18日までに、権力の移譲が平和裏
に実施されることは期待できそうもなかった。バロウは身の危険からセネガルに
身を寄せ、またバロウの支持者たちも選挙後の暴力を恐れて国外へと避難を試み
た。国連難民高等弁務官事務所は記者会見にて、少なくとも45,000人がガンビア
から隣国のセネガルへ避難したことを明らかにした44。国連と西アフリカの準地
域機構である西アフリカ諸国経済共同体（Economic Community of West African 
States: ECOWAS）は、即座にジャメの大統領選挙後の対応に懸念を示し、平和な
手段を用いたバロウへの政権移譲を求めた45。
　国内の動向として、ジャメは自身の支持者たちが投票所へのアクセスを制限さ
れていたことや IECが誤った選挙プロセスを進めたことを根拠に、ガンビア最高
裁判所に憲法第49条に基づき訴えを申し立てた46。だが、同最高裁判所は 1年以
上開廷しておらず、最高裁長官を除くすべての裁判官の席が空席であったため、
ジャメはナイジェリアとシエラレオネから裁判官を招くことを計画した47。これ
に対し、ナイジェリアの最高裁長官は両国から裁判官が派遣されることはないと
述べるなど、ジャメの主張が正当ではないとする国際社会の立場と歩調を合わせ
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た動きがみられた48。最終的に、ガンビアの最高裁判所は2017年 1 月16日に訴え
を退けたことで、2017年 1 月19日に予定されたバロウの大統領就任式にも影響が
及ばないこととなった。そして、これによって国内司法にてジャメの主張がこれ
以上検討されることはなくなった49。
　また、国外の動向として、選挙結果を受け入れないジャメに対し、ECOWASが
2016年12月17日第50回通常首脳会合にて、AUが2017年 1 月13日平和安全保障理
事会第647回会合にてバロウをガンビアで唯一の合法的な大統領と認める立場を明
確に示した50。ジャメは地域からの支持を集めることができなかったことに加え、
国連安全保障理事会も2017年 1 月19日に全会一致にて決議第2337号を成立させ、
ECOWASと AUの決定と平和活動への支持を明らかにし、平和裏にバロウへ政権
が移譲されることを当事者たちへ求めたことで51、同氏は国際社会から完全に孤
立することになった。
　この間、ECOWASはガンビアの事態を西アフリカ全体の平和を脅かすとみな
し、バンジュールに調停委員会を派遣することを決定した。当時 ECOWASで議
長代理を務めたリベリアのエレン・ジョンソン・サーリーフ（Ellen Johnson 
Sirleaf）大統領が委員長を務め、ナイジェリア、ガーナ、シエラレオネの大統領、
そして国連西アフリカ事務総長特別代表とともに、2016年12月13日にバンジュー
ルでジャメとの交渉を行った52。しかし、このときジャメの説得は成らず、次に
ECOWASはより確実な制裁措置として武力の威嚇を用いた軍事作戦を進めた。ガ
ンビアに対する軍事作戦は、「民主主義の回復作戦（Operation Restore Democracy）」
と呼ばれ、ナイジェリアとセネガルを中心に4,000人規模の部隊の展開を予定し準
備が進められた53。そして、2017年 1 月に ECOWAS加盟国の部隊（ECOWAS 
Military Intervention in The Gambia: ECOMIG）が同国国境地域へ展開された54。
　ジャメは国内司法による正当性も国際社会からの支持も得られなかった。さら
に、ECOWASからの軍事的な圧力も加わったことで、8人の閣僚と1997年から副
大統領を続けてきたイサトウ・ンジエ＝サイディ（Isatou Njie-Saidy）が2017年 1
月18日までに辞任し55、ジャメもバロウへの政権移譲と国外への亡命を決める。翌
19日にダカールのガンビア大使館にてバロウは新大統領に就任し、ジャメも同日
に大統領の職を辞任、そして、 1月21日にガンビアを出国した56。バロウは大統
領就任演説にて、大統領選後の和平プロセスに関与してきた ECOWAS、AUおよ
び国連に対し、ガンビアへの継続的な支援を呼びかけ57、これを受け、AUは評価
ミッションを派遣し、AUTSTGの準備に取り掛かることになった。

3．ガンビアでのアフリカ連合による平和構築

　2016年12月のガンビア大統領選挙を目前に控えた同10月に、PCRDは成立から
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10周年を迎えていた58。だが、PCRD政策が採択された後も、マリ、コンゴ民主共
和国、中央アフリカそして南スーダン等にて紛争が再発しており、PCRDの枠組
みに基づく AUの平和構築をめぐって、AU内でも肯定的な評価はほとんどみら
れなかった59。AU内に設置された PCRDユニットに配置された専門家は2014年時
点で一人のみであった。このため、資源やカバーできる専門知識がそもそも不十
分であり、加えて横断的な政策枠組みであるはずの PCRDが AU平和安全保障局
内に置かれ、平和構築のプロジェクトを実施するうえで必要となる政治局や経済
局などの関連部局との連携が不足していた60。
　このような中、ガンビアでの民主化への移行期における平和構築は、AUが
PCRD政策を実用的かつ効果的な手段として発展させる可能性を秘めた新たな試
みとなった61。まずAUは、紛争後のガンビア社会のニーズと優先事項を特定する
ための評価ミッション（AU Technical and Multi-Disciplinary Needs Assessment Mis-
sion to the Republic of The Gambia）を AUマリ・サヘル担当上級代表（AU High 
Representative for Mali and Sahel）をリーダーとして2017年 5 月13日から19日にか
けて派遣した62。そして、ここでの調査結果を受け、第694回 PSC会合にてガンビ
アの治安部門改革（Security Sector Reform: SSR）に必要とされる支援を提供する
ための専門家派遣を AU委員会と加盟国に求めることが決定された63。これが、
AUTSTGであり、小規模な技術支援チームの配備ではあったが、PSCはジャメ後
の民主化を進めるため、評価ミッションをこえた平和構築への取り組みに意欲を
みせたのである64。
　AUTSTGはガンビア国内の改革と歩調を合わせながら実施された。ここで重要
な枠組みとして、ガンビア政府が2018年 1 月に、市民社会組織、民間セクター、
国際的なパートナーとの協議を通して策定した同国の改革プログラムの柱となる
「2018年-2021年国家開発計画（National Development Plan: NDP）」をあげることが
できる65。NDPの目的は「グッド・ガバナンスと説明責任、社会的結束と国民的
和解を実現し、すべてのガンビア人の幸福のために、経済を活性化することであ
る」とバロウによって宣言された66。NDP策定の中で、具体的には2017年 5 月か
ら憲法改革に向けた議論がはじまり、同年12月には憲法審査委員会（Constitutional 
Review Commission）が設立された67。また、国家人権委員会（National Human 
Rights Commission）と真実・和解・賠償委員会（Truth, Reconciliation and Repara-
tions Commission: TRRC）68を設立する法案も可決された69。このNDPの成立に対し
ては、2018年ガンビア国際会議でもドナーからの支持が表明され、ガンビアへの
支援拡大へとつながった70。
　10人の専門家で構成されることになったAUTSTGにとっては、上記にて進捗し
たガンビアの組織改革の枠組みが重要な受皿となった。AU加盟国の出向者から
成る10人の専門家の内訳は、人権専門家が 3人、法の支配の専門家が 1人、軍人
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が 5人、国防改革の専門家が 1人であったが、最終的に10人の専門家のうち 8人
が、ガンビア国軍、国家安全保障局、国家人権委員会、国防省に配属された71。
AUTSTGは PCRDの 6つの柱のうちの安全保障、人権・移行期正義および法の支
配の分野での支援を、バロウの要請に基づき、NDPに沿った形で進めた。これほ
どテーラーメイドな介入はないとも評される72。これまで紛争後に設置されてき
た AU連絡事務所の限られた役割と比べても、現地で活動する AUTSTGのメン
バーは、ガンビアの政府機関に直接入り込んでいたため、進行中の平和構築のプ
ロセスに対し、助言や意見交換が容易となった。これは、AUTSTGの活動を通し
て、AUの意向や目標をガンビアでの政策立案に直接にかつ確実に反映させるこ
とができたことを意味する。
　このようにAUTSTGは、専門家を政府機関内に配置することで、プロセスに対
する当事国のオーナーシップを損なうことなく、制度的能力の不足を補う支援を
行った。しかし、最も重要なこととして、AUTSTGの専門家による支援の成否は、
結局のところ専門家を政府の機構に組み入れ、その助言に基づいて行動するとい
う政府の意志と能力にかかっている。これはたとえば、国連平和維持活動にて取
り組まれている GPP （Government Provided Personnel） やコロケーション・プログ
ラムと同様の課題である73。AUTSTGも、技術支援を提供するレベルでの政治的
意思が欠如もしくは浸透していなければ、専門家のコミットメントと受け入れ先
の利害関係者との偶然の協力に大きく依存することになるのである。たとえ政府
の内側に入って改革を進めようとしても、あくまでも平和構築のオーナーシップ
は当事国政府が有している。
　また、AUTSTGの派遣対象となった治安部門改革を中心とした領域は平和構築
において重要ではあるものの、AUTSTGの成果は、ガンビア全体でみる平和構築
プロジェクトの一部でしかない。換言すれば、AUは専門家を派遣することでそ
の専門分野に特化した成果を期待していたが、これはいわば、国連の専門機関や
NGOのような政治的意思決定から離れたミクロなレベルで行われてきたプロジェ
クトであり、地域機構として政治的なレベルでの交渉が可能な AUが果たすべき
役割であるのか、改めて検証することが必要であろう。
　もっとも、Birchingerのインタビュー調査によると AUTSTGの活動に対する評
価として、専門家は現地で歓迎され信頼されており、過去に自国で紛争後の状況
を経験した専門家もいたことから、平和構築のために活動する外部アクターの中
でも正当なアクターとして認識されているようであった74。このことは、AUTSTG
が「現実的なイニシアティブ」と形容されるように75、平和構築では紛争経験国
への技術的な支援も欠かせないことを鑑みれば、これまで幾度と紛争に見舞われ
たアフリカの経験は貴重な資源となる。この資源を新たな紛争国の状況に適合さ
せながら国家の内側から平和構築に貢献できれば、AUが専門家派遣のまとめ役
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として、存在感を示すことへとつながる。とすれば、AUには今後も小規模であっ
ても専門家派遣を通した平和構築への関与を継続するメリットがあるといえそう
である。

おわりに

　以上のように本稿では AUの平和と安全保障の制度と枠組みから、ガンビアで
展開されたミッションの概要までを確認する作業を通して、AUによる平和構築
の現況と課題について明らかにしてきた。以下ではガンビアと AUの近年の動向
も踏まえて本稿をまとめる。
　まず、ガンビア国内に目を向ければ、2016年大統領選挙以降で初めてとなる大
統領選挙が2021年12月 4 日に実施された。現職の大統領バロウは、当初所属して
いた UDP内で支持を集めることができず、新たに国民人民党（National People’s 
Party: NPP）を結党し、ジャメが所属していた APRCと選挙同盟を結び大統領選
に臨んだ76。最大の対立候補となったのは、2016年大統領選挙にて UDP当初の候
補者であり、バロウの大統領就任時は副大統領を務めてきたダルボエであった。
結果はダルボエの約24万票（28％）に対し、バロウは約46万票（53％）の票を得
て大統領に再任することとなった77。選挙結果公表の際のプロセスに若干の混乱
は生じたものの、比較的平和裏に進められた2021年大統領選挙は、2016年大統領
選挙以降に実施されてきたガンビアでの平和構築が着実に進捗していることを示
した78。無論、取り組むべき課題も多い。たとえば、いまだ進展していない憲法
改正や人権保障関連法の成立79、また2021年12月24日に公開された TRRC最終報
告書では、ジャメ政権下において少なくとも240人が国家機関によって違法に殺害
されたことが 2年半の調査の結果として明らかにされた。このような重大犯罪に
関与しながらも不処罰とされてきたジャメを含め責任ある者たちに、APRCと手
を取り合い選挙での支持を拡大したバロウがどのような対応を選択するのか、 2
期目の政権運営に注目が集まっている80。
　次に、ガンビアで進む平和の定着に AUが果たした役割は、国連や欧米諸国の
関与もみられる中でそれほど大きいとまではいえない81。しかし、AUはリソース
が限られていても、ガンビアの事例にて実行可能な現実的な手段をみつけ平和構
築への関与を強めた。このことは AUの平和構築をめぐるアプローチの新たな傾
向に発展するかもしれない。なぜなら、2021年12月21日にエジプトのカイロにて、
AUは PCRDセンター（AU Centre for Post-Conflict and Reconstruction and Develop-
ment）を発足させ、同センターは PCRD政策の枠組みを運用するための重要なス
テップに位置づけられている。特に、同センターは技術支援の提供に重点がおか
れ、AUの専門技術機関として、紛争後の国々における PCRD政策の実施、モニ



アフリカ連合による平和構築の課題および展望――2016年ガンビア大統領選挙後の移行期における取り組みを中心に　25

タリング、評価の役割を果たすことが予定されている82。つまり、AUの平和構築
の手段として、AUTSTG型の介入を今後も継続する可能性があることを示唆して
いる。実際に、PSCは AUTSTGの活動報告を受け、AU委員会を通して PCRDセ
ンターに紛争後の安定化、制度改革、復興および開発に向けて、AUTSTGモデル
を複製する手段や方法を模索するよう要請したのである83。これらのことを踏ま
えれば、AUによる平和構築への関与は今後も継続的に試みられるといえる。
　ただし、最後に AUの財政的なリソースが常に不足していることを考えれば、
PCRDセンターが設立されたからといって楽観的な予測はできないことも指摘せ
ねばならない。このことは、AUをめぐるいつもの議論ではあるものの、AUは少
なくとも今後も平和構築への関与を継続しようとする意思を示しており、さらに
制度的枠組みが構築されてきた点は注目に値する展開である。将来的に現場で平
和構築に携わる新たな AUミッションの派遣が実現するようであれば、AUTSTG
がリーディングケースとなる。したがって、本稿の意義は、AUが模索してきた
平和構築への関与のあり方のひとつを、AUの枠組みを整理しながら捉えてきた
ことで、今後、新たに AUが関与する平和構築を比較検証するための足がかりを
整えたことにある。そして、このような事例研究の蓄積は、国連と地域的枠組み
とのパートナーシップ型平和活動が主流となりつつある現代の平和活動において、
AUが主体的に関与する平和構築の可能性についての理論的探究につながる。こ
の点、学術的な見地から事例の蓄積が待たれるが、AUの内からの議論を中心に
引き続き考察を重ねていきたい。

付記

　本研究は、令和 4年度宇都宮大学男女共同参画推進室による研究補助員（榊原
彩加、横山友輝）配置制度から支援を賜りました。また、JSPS科研費［基盤研究
（C）21K01343：代表 藤井広重］の助成を受けた研究成果の一部です。
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